
                     
 

稲沢市完全週休２日制・週休２日制工事実施要領の一部を改正する要領                      No.1 
契約検査課 

現                  行 改         正         後 
（対象工事） 

第３条 週休２日制工事等の対象は、次に掲げる工事とする。ただし、

公共建築工事費積算基準を適用した工事を除く。 
 

⑴及び⑵ 略 
 
 
 
２ 略 
３ 略 
 
 
 
 

（対象工事） 
第３条 週休２日制工事等の対象は、次に掲げる工事とする。ただし、

公共建築工事費積算基準及び土地改良事業等請負工事積算基準を適用

した工事を除く。 
⑴及び⑵ 略 

２ 前項の場合において、土地改良事業等請負工事積算基準を適用する

工事は、愛知県農業水産局・農林基盤局の完全週休２日制・週休２日

制工事実施要領の定めるところによる。 

３ 略 

４ 略 

 

付 則 
 この要領は、令和６年７月１日から施行する。 
 

 


